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（目的） 

第１条 この規程は、産業能率大学通教校友会都道府県支部（以下「支部」という。）を設立す

るために発生した会場費等の経費を補助するために支給する新支部設立経費助成金（以下

「助成金」という。）に関して必要な事項を定める。 

 

（助成金の支給要件） 

第２条 助成金は、産業能率大学通教校友会都道府県支部設立に関する規程の第３条に定める新

支部の設立要件に基づき、「産業能率大学通教校友会 新支部設立申請書」（以下「申請

書」という。）を提出してから一年以内の新支部設立のための活動に対して支給する。 

 

（助成金の支給対象） 

第３条 助成金は、活動に際して発生した会場費及び通信費又は消耗品購入費等を対象に支給す

る。但し、飲食費は含まないものとする。 

 

（助成金の支給金額） 

第４条 助成金の支給機会は１回とし、支給金額は３万円とする。 

 

（助成金の申請方法） 

第５条 助成金を申請する場合、新支部設立発起人の代表者は、産業能率大学通教校友会事務局

（以下「事務局」という。）を通じて校友会会長へ申請書を提出するとともに、合同部会

に出席して設立計画を説明しなければならない。 

 

（助成金の支給方法） 

第６条 前条に定める申請があった場合は、合同部会が審議し、校友会会長が助成金支給の可否

を決定する。 

２ 校友会会長が助成金の支給を決定した場合、事務局は原則として合同部会の開催日の翌

月、申請書に記載された金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。 

 

（新設立準備終了後の手続き） 

第７条 新支部の設立準備が終了した場合は、第３条に定める新支部設立のための活動経費に係

る領収書及び活動に係る詳細を説明した書類を事務局あてに提出しなければならない。 

２ 前項に定める書類は、原則として新支部の設立準備終了後の１か月以内に提出するもの

とする。 



 

 

（新支部を設立できなかった場合の手続き） 

第８条 新支部を設立できなかった場合は、新支部設立のための活動経費に係る領収書及び活動

に係る詳細を説明した書類を事務局あてに提出しなければならない。なお、助成金の残金

がある場合は、事務局を通じて産業能率大学通教校友会に返金しなければならない。 

２ 前項に定める書類は、原則として新支部設立のための活動終了後の１か月以内に提出す

るものとする。 

 


